
最終処分場の

構造・設備指針及び維持管理指針

平成２０年３月

鳥取県生活環境部
循環型社会推進課





最終処分場の構造・設備指針及び維持管理指針 目次

頁

第１ 趣旨 １

第２ 定義 １

第３ 最終処分場の種類 ２

第４ 構造・設備指針

４－１ 共通基準

囲い等 ３4-1-1
閉鎖後の囲い等 〃4-1-2
表示等 ４4-1-3
最終処分場を表示する区域坑等 ５4-1-4
水準点及び基準点の設定 〃4-1-5
保安距離 〃4-1-6
搬入道路等 ６4-1-7
覆土用土砂の保管設備 〃4-1-8
消火設備 〃4-1-9
洗車設備 〃4-1-10
駐車設備 〃4-1-11
管理事務所 〃4-1-12
地下水の水質監視井戸 ７4-1-13
地滑り防止工・地盤沈下防止工 〃4-1-14
構造物の設計 ８4-1-15
腐食防止 ９4-1-16
排水路 〃4-1-17
防災調整池及び沈砂池 １０4-1-18
崩壊防止 １２4-1-19
隣接地の雨水等の処理 〃4-1-20
景観等への配慮 〃4-1-21

４－２ 安定型最終処分場の個別基準

貯留構造物 １５4-2-1
浸透水集排水設備及び地下水集排設備 １６4-2-2
浸透水採取設備 〃4-2-3
発生ガス採取設備 １８4-2-4
地中温度測定施設 〃4-2-5
展開検査場 １９4-2-6
埋立施工 〃4-2-7

４－３ 管理型最終処分場の個別基準

貯留構造物 ２１4-3-1
遮水工 ２２4-3-2
保有水等集排水設備 ２７4-3-3
浸出液処理設備 ２８4-3-4
浸出液調整池 ２９4-3-5
地下水集排水設備 ３０4-3-6
ガス抜き設備 ３１4-3-7
湧水対策 〃4-3-8
自然発生ガス対策 〃4-3-9
埋立施工 〃4-3-10

４－４ 遮断型最終処分場の個別基準

外周仕切設備 ３２4-4-1
内部仕切設備 〃4-4-2



第５ 維持管理指針

５－１ 共通基準

清潔の保持 ３３5-1-1
飛散、流出防止 〃5-1-2
悪臭の防止 〃5-1-3
火災の防止 〃5-1-4
害虫等の発生防止 〃5-1-5
囲い等の管理 〃5-1-6
表示等の管理 ３４5-1-7
基準高及び区域坑 〃5-1-8
保安距離 〃5-1-9
排水路等 〃5-1-10
のり面保護 〃5-1-11
搬入道路等 〃5-1-12
覆土保管設備 〃5-1-13
タイヤ洗浄設備 〃5-1-14
駐車設備 〃5-1-15
管理事務所 〃5-1-16
管理体制 ３５5-1-17
受け入れ廃棄物の分別確認等 〃5-1-18
計画的埋立 〃5-1-19
事故の防止 〃5-1-20
異常事態の対応 〃5-1-21

- 地下水等の水質検査 〃5 1-22
埋立処分の終了 ３６5-1-23
埋立終了後の管理 ３７5-1-24
最終処分場の廃止 〃5-1-25
記録と保存等 ４２5-1-26
記録の閲覧 〃5-1-27

５－２ 安定型最終処分場の個別基準

埋立開始時の措置 ４４5-2-1
貯留構造物等の保全 〃5-2-2
地下水、浸透水の水質検査 〃5-2-3
展開検査 〃5-2-4
埋立管理 〃5-2-5
埋立の終了 ４５5-2-6
埋立終了後の管理 〃5-2-7
最終処分場の廃止 〃5-2-8

５－３ 管理型最終処分場の個別基準

埋立開始時の措置 ４６5-3-1
貯留構造物等の保全 〃5-3-2
遮水工の管理 〃5-3-3
廃棄物の性状の確認 〃5-3-4
浸出液処理設備 ４７5-3-5
浸出液調整池 ４８5-3-6
地下水集排水設備からの排水の管理 〃5-3-7
ガス抜き設備の管理 〃5-3-8
埋立地の管理 〃5-3-9
埋立の終了 〃5-3-10
埋立終了後の管理 〃5-3-11
浸出液処理設備の撤去 〃5-3-12
最終処分場の廃止 ４９5-3-13

５－４ 遮断型最終処分場の個別基準

埋立開始時の措置 ５０5-4-1
外周仕切設備及び内部仕切設備の管理 〃5-4-2



廃棄物の性状の確認 ５０5-4-3
埋立地の管理 〃5-4-4
埋立の終了 〃5-4-5
埋立終了後の管理 ５１5-4-6
最終処分場の廃止 〃5-4-7
跡地利用への配慮 〃5-4-8

第６ 他法令に係わる基準の遵守 ５２

附 則 〃

《巻末資料》

１ 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 ５５

２ 最終処分場の概念図 ８３

３ 擁壁の安定計算 ８４

４ のり面の安定計算 １２６

５ 降雨強度曲線 １２９

６ 埋立のり面の雨水集排水処理 １４３

８ 土の「日本統一土質分類」 １４４

９ 浸出液処理設備と浸出液調整設備 １４６

浸出水処理設備の設計 １５６10
フィルター材の選定 １６５11
（特別管理）産業廃棄物の埋立処分基準の概要 １６６12
産業廃棄物の処分（埋立処分）基準 １７１13
特別管理産業廃棄物の処分（埋立処分）基準 １７８14
最終処分場の維持管理記録参考様式 １８２15

≪参考文献≫

１ 廃棄物最終処分場整備の計画・設計要領（(社)全国都市清掃会議編）

２ 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会テキストH18
（(財)日本産業廃棄物処理振興センター）

３ 道路土工「擁壁工指針 （(社)日本道路協会編）」

〃 「カルバート工指針 （ 〃 ）」

〃 「のり面工・斜面安定工指針 （ 〃 ）」

〃 「排水工指針 （ 〃 ）」

〃 「土質調査指針 （ 〃 ）」

４ 林地開発許可業務必携（林野庁編）

５ 防災調節池等技術基準（案 （ 社）日本河川協会編））（

６ 保安林解除、林地開発Ｑ＆Ａ（鳥取県農林水産部森林保全課）

７ 河川改修計画指針（案 （鳥取県土木部河川課））





- 1 -

平成 年 月 日 制定18 6 6
平成 年 月 日 一部改正19 8 24
平成 年 月 日 一部改正20 3 14

第１ 趣旨

この指針は、鳥取県廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防、調整等に

関する条例（平成 年鳥取県条例第 号。以下「条例」という ）第５条第２項の規定に17 68 。

基づき一般廃棄物最終処分場及び産業廃棄物最終処分場の構造及び設備並びに維持管理の方

法について定めるものとする。

この指針は、法令等の基準を踏まえ、当該施設を設置する場合の標準的な条件を定めたも

のであり、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため必要がある場合には、この指針に

定める条件以上の措置を講ずるのが適当である。

第２ 定義

45この指針において使用する用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和

年法律第 号。以下「法」という 、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分137 。）

場に係る技術上の基準を定める省令 昭和 年３月 日総理府・厚生省令第１号 以下 最（ 。 「52 14
終処分基準省令」という 、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る。）

技術上の基準を定める命令の運用に伴う留意事項について（平成 年７月 日環水企第10 16
号・衛環第 号。以下「留意事項」という 、及び条例で使用する用語の例によるほ301 63 。）

か、次のとおりとする。

なお、最終処分基準省令及び留意事項については、 を参照のこと。巻末資料１

()開発区域1
最終処分場の造成に係る区域であり、その設置者が土地を使用する権原を有する区域を

いう。

()処分場区域2
最終処分場に係る各施設設備が設置される一団の土地の区域をいう。

()埋立区域3
覆土を含む廃棄物を埋め立てる区域をいう。

()搬入道路4
廃棄物や覆土材を処分場へ搬入するための道路をいう。

()管理道路5
最終処分場の各施設を管理するための道路をいう。

()場内道路6
最終処分場内に設ける廃棄物の運搬車両の通行に供する道路（管理道路の一部を利用す

るものを含む ）をいう。。

()貯留構造物7
廃棄物の流出を防止するために設ける構造物をいう。

()保有水等8
埋め立てられた廃棄物が保有する水分及び埋立区域に浸透した雨水等をいう。

()浸出液(水)9
埋立区域の外に排出された保有水等をいう。

( )浸出液調整池10
保有水等の集排水設備により集められ、浸出液の処理設備に流入する浸出液を一時的に

貯留して、その水量及び水質を調整できる耐水性の設備をいう。

( )処理水11
浸出液の処理設備の処理工程を経て水質改善された水をいう。

( )放流水12
処分場区域から公共用水域へ排出される処理水、雨水等の水をいう。
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( )浸透水13
安定型廃棄物の埋立区域に浸透し、埋立られている廃棄物と接触した雨水等をいう。

( )埋立終了14
埋立処分が終了することをいう。

( )閉鎖15
埋立終了した埋立区域の開口部を、最終処分基準省令第２条の規定により覆うことをい

う。

第３ 最終処分場の種類

以下では、産業廃棄物最終処分場を、埋立処分する廃棄物の種類により、次の３種類に分

類した上で、構造・設備指針及び維持管理指針として、各分類に共通の基準と分類毎の個別

基準を定めるが、一般廃棄物最終処分場については、次の()の産業廃棄物最終処分場に係2
る基準を準用するものとする。

巻末資料２なお、３種類の最終処分場の概念と最終処分基準省令の適用関係については、

を参照のこと。

() 法第２条第４項に規定する廃プラスチック類、又は廃棄物の処理及び清掃に関する法1
律施行令（昭和 年政令第 号。以下「令」という ）第２条第５号から第７号まで46 300 。

若しくは第９号に掲げる廃棄物の埋立処分の用に供される最終処分場（以下「安定型最

終処分場」という ）。

() ()及び()に規定する廃棄物以外の廃棄物の埋立処分の用に供される最終処分場2 1 3
（以下「管理型最終処分場」という ）。

() 令第６条第１項第３号ハ()から()まで、又は第６条の５第１項第３号イ()から()3 1 5 1 6
までに掲げる廃棄物の埋立処分の用に供される最終処分場（以下「遮断型最終処分場」

という ）。
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第４ 構造・設備指針

４－１ 共通基準

安定型最終処分場、管理型最終処分場及び遮断型最終処分場に関する共通の基準は、次の

とおりとする。

囲い等4-1-1

埋立地の周囲には、みだりに人が立ち入るのを防止することができる囲いが設けられて

いること。

① 処分場区域の周囲には、囲いが設けられていること。

② 処分場区域が人のみだりに立ち入ることができないようになっている事業場内にある

場合、又は埋立地の周囲が人のみだりに立ち入ることができない海面、河川、崖等の地

形である場合は、その周囲については囲いを設ける必要がないこと。

③ 囲いの構造等は、原則として の基準と同等又はそれ以上の耐久性を有する表－4.1.1

ものとし、風圧等により安易に転倒、破壊されないものとすること。

④ 出入口は、原則として１ケ所とし、囲いと同等の構造を有し、施錠できるものとする

こと。

囲いの構造表－4.1.1

高 さ 規格・材質

地盤面より 鋼製ネットフェンス、又は波形亜鉛引鉄板

１．８ｍ以上 おおむね 毎に、１か所の幅 程度の風抜きを設置10.0m 2.0m

注）風抜きは、鋼製ネットフェンスと同等またはそれ以上の耐久性を有する構造とすること。

閉鎖後の囲い等4-1-2

閉鎖された埋立地を埋立処分以外の用に供する場合には、埋立地の範囲を明らかにする

ことができる囲い、杭その他の設備が設けられていること。

4-1-4① 閉鎖後の囲い等は 安易に転倒 破壊 撤去等されないものとし 杭による場合は、 、 、 、

の区域杭の構造を参考とすること。

② その他設備には標識、境界線等があげられること。
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表示等4-1-3

入口の見やすい箇所に、最終処分基準省令様式１及び様式２により廃棄物の最終処分場

であることを表示する立札その他の設備が設けられていること。

① 表示位置は、原則として門扉の付近とすること。

② その他設備は、看板、壁面埋込板等があげられること。

③ 表示と併せて、その最終処分場の構造を明示した図面（平面図、縦断図、標準断面図

等）を掲示することが望ましいこと。

最終処分基準省令様式第１

25一般廃棄物の最終処分場

25一般廃棄物の種類
100

25埋 立 処 分 の 期 間 平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日

25管 理 者 名 連絡先

50 50 25 75
200

注１） 寸法の単位はセンチメートルとする。

２） 材質は耐水性のもので、強度が十分にあること。

３） 塗装は、下地を白色、文字は黒色とする。

４） 連絡先は、最終処分場の管理全般について責任を持って対応しうる者の住所、氏名、電

話番号等を記載すること。

最終処分基準省令様式第２

25産業廃棄物の最終処分場（○○型）

25産業廃棄物の種類
100

25埋 立 処 分 の 期 間 平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日

25管 理 者 名 連絡先

50 50 25 75
200

注１） 寸法の単位はセンチメートルとする。

２） 材質は耐水性のもので、強度が十分にあること。

３） 塗装は、下地を白色、文字は黒色とする。

４） 安定型最終処分場及び管理型最終処分場にあっては「産業廃棄物の最終処分場 、遮断」

型最終処分場のうち、令第６条第１項第３号ハ()から()までに掲げる産業廃棄物の埋立1 5
処分がされるものにあっては 「有害な産業廃棄物の最終処分場 、令第６条の５第１項第、 」

３号イ()から()までに掲げる特別管理産業廃棄物の埋立処分がされるものにあっては、1 6
「有害な特別管理産業廃棄物の最終処分場」とする。
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５） 連絡先は、最終処分場の管理全般について責任を持って対応しうる者の住所、氏名、電

話番号等を記載すること。

最終処分場を表示する区域杭等4-1-4
① 最終覆土を含む埋立区域には、 を参考に区域杭等を設置し、区域を明確に図－4.1.1

すること。開発区域についても区域を明示した区域杭を設置することが望ましいこと。

② 区域杭等は、安易に転倒、破壊、撤去等されないものとし、原則としてすべての変化

点に設置すること。

③ すべての区域杭等は、座標確定するとともに、座標図、座標リストを保管すること。

区域杭の設置例図－4.1.1

水準点及び基準点の設定4-1-5
① 開発区域内に任意の水準点を沈下等変位のない位置に２箇所以上設置し、点名及び標

高を明記すること。

② 開発区域内に任意の基準点を沈下等変位のない位置に２箇所以上設置し基準点名を明

記すること。

③ 水準測量及び基準点測量の結果は、最終処分場の廃止まで確実に保管すること。

④ 水準点及び基準点は、残余容量算定のための測量等に使用するため、維持管理が容易

で、使用しやすい位置に設置すること。

⑤ 水準点及び基準点は、兼用して差し支えないものとする。構造は の設置例図－4.1.1

を参考に、安易に転倒、破壊、撤去等されない構造とすること。

保安距離4-1-6
① 保安距離は、開発区域と埋立区域の間に、原則として水平距離で ｍ以上を確保す2.0
ること。ただし、隣接地の土地利用状況、最終処分場の構造等により必要に応じた保安

距離を確保すること （ 参照）。 図－4.1.2

② 構造物の設置位置

土えん堤の場合はのり尻より、擁壁等の構造物については基礎部分より、それぞれ処

分場境界まで、①の保安距離を保つこと。

30
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30

20

30

10

5 30 5
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区域等の概念図図－4.1.2

搬入道路等4-1-7
① 搬入道路に既存の道路を使用する場合は、当該道路の管理者と協議を行い、必要に応

じて道路の拡幅又は待避所等の設置により大型車両の通行に支障のないものとするこ

と。

② 管理用道路、埋立区域内の場内道路は、施設の維持管理及び埋立作業の支障とならな

いよう計画すること。

覆土用土砂の保管設備4-1-8
処分場区域内に、必要に応じて覆土用土砂を保管できる場所を設けること。

消火設備4-1-9

火災発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器・貯水槽等その他必要

な消化設備を設けること。

洗車設備4-1-10
必要に応じて、タイヤ等に付着した泥等を洗い落とすことができる設備（原則としてピ

ット構造のものであること）を有すること。

駐車設備4-1-11
車両の通行及び廃棄物の処理に支障が生じないよう、必要に応じて駐車設備を設けるこ

と。

管理事務所4-1-12
① 最終処分場の維持管理を行うために、原則として処分場区域内に管理事務所を設置す

ること。

② 他法令の規制により①の管理事務所が設置出来ず、設置者の最寄りの本社事務所等を

管理事務所とする場合は、最終処分基準省令に規定された基準に適合した維持管理が可

能な体制を確保すること。

③ 法令に定める維持管理記録、図面等は、常に具備されるものであること。

④ 受け入れる廃棄物の品目及び数量が受入基準に適合していることを確認できるよう、

当該廃棄物の性状確認及び計量を行うことが出来る設備を設けること。

埋立地

場内道路

管理事務所

搬入道路

埋立区域 開発区域 杭

杭

管理道路

保安距離

囲い

処分場区域
保安距離 （ ２ｍ以上 ）

計量施設
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地下水の水質監視井戸4-1-13

最終処分場による地下水への影響の有無を判断することができる２箇所以上の観測井又

は地下水集排水設備を設けること。

① 観測井、地下水集排水設備に代えて地下水を採取できる設備（既存井戸、土質調査用

ボーリング等）がある場合は、これを活用しても差し支えないこと。

② 地下水の流向が把握できる場合には、原則として、埋立地の上流側及び下流側にそれ

ぞれ観測井を設置すること。

③ 観測井の深さは、原則として第一滞水層までとする。なお、第一滞水層が１０ｍを超

える地域若しくは第一滞水層の深さが明確でない地域にあっては、埋立地と接する滞水

層の汚染の有無が監視できると思われる深さとすること。

④ 観測井は、管径 ㎜以上とすることが望ましいこと。第一滞水層にストレ－ナ－を100
設けるなど地下水採取ができる設備であること （ 参照）。 図－4.1.3

地下水監視井戸事例図－4.1.3

地滑り防止工・地盤沈下防止工4-1-14

地滑り、地盤沈下等の可能性がある場合においては、適切な地滑り防止工又は地盤沈下

防止工が施されていること。

、 、 、 、① 現地踏査 地質調査 地下水調査等により埋立地周辺の地形 地質状況を明らかにし

地滑り、地盤沈下等の可能性について調査を行うこと。

② 地滑り防止工、地盤沈下防止工の調査・設計は、原則として下記の設計基準等に準拠

するとともに、廃棄物の最終処分場であることを考慮して行うこと。

ア 地滑り防止工

・ 道路土工 のり面工・斜面安定工指針」(社)日本道路協会（ )）「 1999.3
・ 建設省河川砂防技術基準（案）同解説設計編［Ⅱ 」(社)日本河川協会（ )「 ］ 1997.10
イ 地盤沈下防止工

コンクリート桝(蓋付)

セメント

掘削口径

下蓋(塩ビＴＳキャップ)

上蓋(塩ビ製)

砂層

砂層

ストレーナー部分
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・ 道路土工 軟弱地盤対策工指針」(社)日本道路協会（ )「 1986.11
・ 防災調節池等技術基準（案）解説と設計実例」(社)日本河川協会（ )「 2000.8

構造物の設計4-1-15

、 、 、 、埋め立てる廃棄物の流出を防止するための擁壁 えん堤その他設備は自重 土圧 水圧

波力、地震力等に対して構造耐力上安全であること。

① 必要に応じて埋め立てる廃棄物の性状、設置箇所の地形、地質・土質、水文および施

工条件等、設計に必要な基本事項を調査すること。

② ①の調査結果、埋立容量、施工性等を総合的に検討し貯留構造物の種類・構造形式及

び基礎形式を選定すること。

③ 貯留構造物の設計にあたっては、原則として下記の設計基準等に準拠するとともに、

廃棄物の最終処分場であることを考慮して行うこと。

ア 重力式コンクリートダム

・ 建設省河川砂防技術基準（案）同解説設計編［Ⅰ 」(社)日本河川協会（ )「 ］ 1997.10
イ 盛土ダム

・ 土地改良事業計画設計基準 設計・ダム」(社)農業土木学会( )「 1981.4
ウ 擁 壁

・ 道路土工 擁壁工指針」(社)日本道路協会（ )「 1999.3
④ 貯留構造物の高さは、外周のり面を貯留施設とする場合には、浸出水が周辺地に流出

しないよう貯留構造物の天端標高が埋立地外周地盤高さより低くなるよう計画するこ

と。

⑤ 設計荷重の種類は次のものが考えられるが、構造物の種類及び各設計基準に基づき荷

重条件を明確に設定すること。

ア 自重

イ 静水圧

ウ 廃棄物圧

エ 地震時慣性力

オ 間隙水圧

⑥ 設計荷重の組み合わせは、少なくとも次の４ケースについて検討することとし、条件

に合わせて適宜、追加削除をするものとする。

状態 説明等

ケース１ 完成直後・空虚時 構造物上流が空虚な状態、設計震度は とする。100%
ケース２ 埋 立 中・洪水時 構造物上流に浸出水が貯水（満水位）されている。

設計震度は とする。50%
ケース３ 埋立終了・洪水時 廃棄物の埋立が終了し、埋立面まで浸出水で満たされて

いる、または貯水可能水位まで貯水されている。

設計震度は とする。50%
ケース４ 埋立終了・地震時 廃棄物の埋立が終了し、跡地利用のための造成計画を考

慮する。設計震度は とする。100%

⑦ 地震時における安定検討

構造物としての重要性を考慮し、直高５ｍを超えるものについては、地震時の検討を

行うものとする。

⑧ 基礎地盤の土質調査

構造物が直高５ｍを超えるものについては、基礎地盤の土質調査を行い、安定計算に

必要な土質定数等を決定すること。
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腐食防止4-1-16

埋め立てる廃棄物、地表水、地下水及び土壌の性状に応じた有効な腐食防止のための措

置が講じられていること。

① コンクリート、鋼材等は接触する水等の性状により腐食する場合があること。

② 腐食防止対策としてコンクリートの場合、配合設計、施工管理による対応のほか、樹

脂等による被覆、塗装等の対策が、鋼材の場合、モルタル、樹脂による被覆、電気防食

等による対策があること。

排水路4-1-17

、 。埋立区域の周囲には 地表水が埋立地へ流入することを防止できる排水路を設けること

① 地表水が埋立地に流入しないように集水域に応じた排水路等で地表水を排除し、保有

水等の量を抑制する必要があること。また、安定型最終処分場についても維持管理の観

点から設置することが望ましいこと。

② 排水路は、開渠とし、埋立区域外を通すコンクリ－ト構造等とすること。ただし、地

形その他の状況によりやむを得ず延長の長い暗渠となるときは、清掃その他の維持管理

のため、内空高１．５ｍ以上を確保すること。また、沈砂桝、立木除去工等を検討のこ

と。

③ 他法令に係る付替水路については、原則として処分場区域外を通すものとし、構造等

については関係基準に従うものとする。

④ 雨量流出量の算定

ア 雨量流出量の算定は、原則として下記の合理式（式１）を用いて算定すること。

Ｑｐ＝１／３６０・ｆ・ｒ・Ａ ・・・ 式１）（

Ｑｐ：雨量流出量（ ／ ）m sec3

ｆ ：流出係数

ｒ ：到達時間内の降雨量強度（㎜／ｈ）

Ａ ：流出面積（ｈａ）

イ 流出係数は、流域の地質、将来における流域の土地利用状況を考慮して決定するも

のとするが、 を標準とすること。表－4.1.2

ウ 洪水到達時間内の降雨強度

ａ 洪水到達時間は、 を標準とすること。表－4.1.3

ｂ 降雨強度は、確率別継続時間降雨強度曲線により求めるものとして、降雨確率は

年とすること。ただし、下流域の状況によっては、その状況を検討の上、別途30
決定できるものとする。

ｃ 確率別継続時間降雨強度曲線は を参考のこと。巻末資料５

エ 流域面積は、流域界、及び排水系統等を十分調査して決定すること。

流出係数表－4.1.2

裸地 耕地 草地 林地 密集市街地 一般市街地

1.0 0.8 0.8 0.7 0.9 0.8

洪水到達時間表－4.1.3

流域面積 以下 以下 以下50ha 100ha 500ha
洪水到達時間（単位時間） １０分 ２０分 ３０分
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⑤ 断面の決定

ア 断面の決定は、下記の（式２）を用いて算定すること。

Ｑ＝Ａ・Ｖ ・・・ 式２）（

Ｑ：流量（ ／ ）m sec3

Ａ：流水断面（㎡）

Ｖ：平均流速（ｍ／ ）sec
イ 平均流速は、下記のマニング式（式３）を用いて算出することとする。

Ｖ＝１／ｎ・Ｒ ・Ｉ ・・・ 式３）2/3 1/2 （

ｎ：粗度係数

Ｒ：径深（ｍ （＝Ａ／Ｓ））

Ｓ：潤辺長（ｍ）

Ｉ：河床勾配

ウ 粗度係数は、 を標準とする。表－4.1.4

エ 断面の余裕は、 を標準とすること。表－4.1.5

粗度係数表－4.1.4

コンクリ－ト管Ｕ型水路（二次製品） ０．０１３

〃 〃 （現場打） ０．０１５

三面張河道 ０．０２５

一般河道 ０．０３～０．０３５

急流河川及び河幅広く水深の浅い河川 ０．０４～０．０５

暫定素掘河道 ０．０３５

断面の余裕表－4.1.5

p流速又は型式 Ｑ／Ｑ

開水路でＶ＝３ｍ／ 未満 １．２以上sec
〃 Ｖ＝ 〃 以上 ２．０以上

暗渠 ２．０以上又は管径６０

㎝のどちらか大きい径

注）ここで暗渠とは、搬入道路の横断等の必要最低限の暗渠をいう。暗渠の流

入口には沈砂桝、立木除去工等を検討のこと。

⑥ 急勾配となる排水路について、屈曲部等における水はねによる土砂流出に対処する構

造とする。構造は を参考のこと。巻末資料６

防災調整池及び沈砂池4-1-18
① 原則として最終処分場の開発中及び開発後の 年確率雨量強度におけるピーク流量30
が、下流河川等で流下不可能な場合には、開発による雨水の流出増に対応できる防災調

整池を設けるものとし、設計基準等は以下に準拠すること。

・ 防災調節池等技術基準（案）解説と設計実例」(社)日本河川協会（ )の「 2000.8
第２編「大規模宅地開発に伴う調整池技術基準（案 」）

・ 保安林解除、林地開発Ｑ＆Ａ」鳥取県農林水産部森林保全課( )「 H6.7
② 防災調整池の設置が必要ない最終処分場においては、埋立区域外の流末部に沈砂池を

設置することとし、その必要面積は （式４）により算定のこと。、
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Ａ＝Ｑ／Ｕ ・・・ 式４）0 （

Ａ ：沈砂池の必要面積（㎡ ）

Ｑ ：処理水量（ ／ｈ）m3

Ｕ ：限界沈降速度（ｍ／ｈ、＝Ｈ／Ｔ）0
Ｈ ：沈澱物を堆積させる部分を除いた沈砂池の有効深さ（ｍ）

Ｔ ：滞留時間（ｈ）

③ 式４における処理水量（Ｑ）の算定は、 ④によるものとし、開発区域からの流4-1-17
出水を対象として、雨量は降雨確率３年の時間降雨強度を標準とする。

また、沈降速度は によるものとし、比重２．６５、直径０．０７４㎜の粒表－4.1.7

子の速度４㎜／ （１４．４ｍ／ｈ）を標準とする。sec
④ 沈砂池面積は、必要面積Ａの１．５～２．０倍を見込むものとする。

⑤ 沈砂池の深さは、沈澱物が再懸濁するおそれのない水深（１ｍ程度）を考慮し、これ

に を標準とする年間流出土砂量を、池底に堆積させるのに必要な深さを加え表－4.1.6

た深さとする。

また、堆積土砂量を検討し、浚渫の維持管理計画を立てるものとする。

⑥ 沈砂池の構造は、壁面が容易に崩壊せず、止水性が十分確保できるものとし、素掘り

でないものとする。

年間流出土砂量表－4.1.6

地表の状況 １ 当たり流出土砂量 厚 さha
（ ／年） （㎜）m3

200 400 20 40裸地・荒廃地 ～ ～

15 1.5間伐地・草地

2 0.2択伐地

1 0.1普通の林地

（㎜／ ）表－4.1.7 粒子の沈降速度 sec
直径 沈 降 速 度 直径 沈 降 速 度

(㎜) 比 重 (㎜) 比 重

2.65 1.20 2.65 1.20
1.00 100.0 12.00 0.04 1.10 0.15
0.90 92.0 10.50 0.03 0.62 0.08
0.80 83.0 9.50 0.02 0.28 0.035
0.70 72.0 8.40 0.015 0.155 0.020
0.60 63.0 7.70 0.010 0.069 0.0084
0.50 53.0 6.20 0.009 0.056 0.0068
0.40 42.0 4.90 0.008 0.044 0.0054
0.30 32.0 3.80 0.007 0.034 0.0044
0.20 21.0 2.20 0.006 0.025 0.0030
0.15 15.0 1.50 0.005 0.017 0.0021
0.10 7.4 0.80 0.004 0.011 0.0013
0.09 5.6 0.75 0.003 0.0062 0.00075
0.08 4.8 0.58 0.002 0.0028 0.00035
0.07 3.7 0.45 0.0015 0.00155 0.00020
0.06 2.5 0.35 0.0010 0.00069 0.000084
0.05 1.7 0.26 0.0001 0.00007 0.00000085
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崩壊防止4-1-19
① 切土

ア 地山の土質に対する切土のり面勾配は、 に掲げる基準によるものとし、表－4.1.8

一層の切土高は５ｍ以下とすること。

イ 切土の高さは、原則として の切土高の上限までとする。表－4.1.8

ウ 小段は以下のとおり設置すること。

ａ 均一な土質からなる場合は、切土高５ｍ以内ごとに水平距離２ｍ以上の小段を設

けること。

ｂ 土質が異なる場合は、地層等を考慮してその境界に合わせて小段を設けること。

エ に掲げる切土高の上限を越える場合及び地盤、土質条件等によっては、表－4.1.8

のり面の安定検討を円形すべり面法によって行うこと。なお、安全率は常時１．２以

上を確保すること。

② 盛土

ア 盛土は立木の伐採、除根等を必ず行い現地盤と盛土の密着を図ること。

イ 地山の勾配が１：５．０（勾配２０％）より急な場合には、高さ０．５ｍ以上、幅

１ｍ以上の段切りを施すものとする。

ウ 盛土は原則として同一材料を使用すること。

エ 締め固め作業は、土質及び使用機械により適切に行うこととし、一層の仕上り厚は

３０ｃｍを標準とする。

オ 盛土材料及び盛土高に対する盛土のり面勾配は、原則として に掲げる基表－4.1.9

準によるものとし、一層の盛土高は５ｍ以下とすること。

カ 盛土の高さは、原則として の盛土高の上限までとする。表－4.1.9

キ 盛土高５ｍ以内ごとに水平距離２ｍ以上の小段を設けること。

ク に掲げる切土高の上限を越える場合及び地盤、土質条件等によっては、表－4.1.9

のり面の安定検討を円形すべり面法によって行うこと。なお、安全率は常時１．２以

上を確保すること。

③ のり面保護

ア 開発区域内の切土、盛土箇所ののり面には、 に掲げる工法によりのり面表－4.1.10

保護工を施工し、のり面の安定を図ること。

イ 植生工を採用する場合は、ネット処理を施したもの又はそれと同等以上のものとす

ること。

ウ のり面の小段には、排水計画又は排水路の維持管理を検討の上、必要断面の排水路

を設けること。

隣接地の雨水等の処理4-1-20
① 最終処分場を設置することにより、隣接地に雨水等が滞水するおそれがある場合は、

これを常時排水できる設備が設けられていること。

② 排水設備は埋立をした廃棄物と接触しないよう考慮して設置されていること。

③ 構造等

ア 断面等の決定は、 の規定によること。4-1-17
イ 必要に応じ地盤沈下対策及び管渠の補強対策を講ずること。

景観等への配慮4-1-21
最終処分場の構造等は、地域の個性及び特性を尊重しながら、周辺の景観との調和に配

慮することが望ましい。
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切土に対する標準のり面勾配表－4.1.8

地 山 の 土 質 切土高 勾配

1:0.3 1:0.8硬 岩 ～

1:0.5 1:1.2軟 岩 ～

砂 密実でない粒土分布の悪いもの ～1:1.5
5m 1:0.8 1:1.0密実なもの 以下 ～

5 10m 1:1.0 1:1.2砂 質 土 ～ ～

5m 1:1.0 1:1.2密実でないもの 以下 ～

5 10m 1:1.2 1:1.5～ ～

10m 1:0.8 1:1.0密実なもの、または粒土分布の 以下 ～

10 15m 1:1.0 1:1.2砂利または岩塊 よいもの ～ ～

10m 1:1.0 1:1.2混じり砂質土 密実でないもの、または粒土分 以下 ～

10 15m 1:1.2 1:1.5布の悪いもの ～ ～

10m 1:0.8 1:1.2粘性土 以下 ～

5m 1:1.0 1:1.2岩塊または玉石 以下 ～

5 10m 1:1.2 1:1.5混じりの粘性土 ～ ～

注）①上表の標準勾配は地盤条件、切土条件等により適用できない場合があるので「道路土工－のり

面工・斜面安定工指針」を参照すること。

②土質構成等により単一勾配としないときの切土高および勾配の考え方は下図のようにする。

・勾配は小段を含めない

・勾配に対する切土高は当該切土のり面から上

部の全切土高とする。

③シルトは粘性土に入れる。

④上表以外の土質は別途考慮する。

盛土材料及び盛土高に対する標準のり面勾配表－4.1.9

盛土材料 盛土高() 勾配 摘要m
基礎地盤の支持力が十分に粒度の良い砂()，礫および細 以下 ～S 5m 1:1.5 1:1.8
あり、浸水の影響のない盛粒分混じり礫() ～ ～G 5 15m 1:1.8 1:2.0
土に適用する。粒度の悪い砂( ) 以下 ～SG 10m 1:1.8 1:2.0
()の統一分類は代表的な岩塊（ずりを含む） 以下 ～10m 1:1.5 1:1.8
ものを参考に示す。10 20m 1:1.8 1:2.0～ ～

砂質土( )，硬い粘質土，堅い粘土（洪積 標準のり面勾配の範囲以外SF 5m 1:1.5 1:1.8以下 ～

層の硬い粘質土，粘土，関東ロームなど） の場合は安定計算を行う。5 10m 1:1.8 1:2.0～ ～

V 5m 1:1.8 1:2.0火山灰質粘性土() 以下 ～

注）盛土高は、のり肩とのり尻の高低差をいう（下図参照）

ha

hb

a

b

ha：aのり面に対する

切土高

hb：bのり面に対する

切土高

盛土高
盛土
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主なのり面保護工の工種と目的表－4.1.10

分類 工 種 目 的 ・ 特 徴

種子散布工、客土吹付工 浸食防止、凍上崩落抑制、全面植生（緑化）

植 厚層基材吹付工、張芝工

植生マット工、植生シート工

生 植生筋工、筋芝工 盛土のり面の浸食防止、部分植生

植生土のう工 不良土、硬質土のり面の浸食防止

工 苗木設置吹付工 浸食防止、景観形成

植栽工 景観形成

構 編柵工、じゃかご工 のり面表層部の浸食や湧水による土砂流出の抑制

造 プレキャスト法枠工 中詰が土砂やぐり石の空詰めの場合は浸食防止

物 モルタル・コンクリート吹付工 風化、浸食、表面水の浸透防止

に 石張工、ブロック張工

よ コンクリート張工、吹付枠工 のり面表層部の崩落防止、多少の土圧を受けるお

る 現場打ちコンクリート枠工 それのある箇所の土留め、岩盤はく落防止

の 石積、ブロック積擁壁 ある程度の土圧に対抗

り ふとんかご工、井桁組擁壁工

面 コンクリート擁壁工

保 補強土工（盛土補強土工、切土 すべり土塊の滑動力に対抗

護 補強土工 、ロックボルト工、）

工 グラウンドアンカー工、杭工
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４－２ 安定型最終処分場の個別基準

安定型最終処分場に係る基準は、共通基準のほか、次のとおりとする。

貯留構造物4-2-1
① 擁 壁

擁壁等の安定を保持するため必要と認められる場合においては、埋立地の内部の雨水等

を排出することができる設備が設けられていること。

ア 擁壁には埋立地内部の雨水等の水圧がかからないように排水孔、排水材を設置する

こと。

イ 擁壁には収縮目地を設け、適切な止水板、目地材を設置すること。

ウ 擁壁の高さは施工実績の多いこともあり、重力式コンクリート擁壁にあっては１５

ｍ以下、鉄筋コンクリート擁壁にあっては８ｍ以下とすることが望ましい。

② 土えん堤

ア 原則として均一型土えん堤とすること。

イ 盛土材料は、原則同一材料とし、せん断強度が大きく、かつ圧縮性の小さい材料を

使用すること。

ウ 土えん堤の高さは、施工実績の多い１５ｍ以下とすることが望ましいこと。

エ 高さが５ｍを超える場合は、直高５ｍ以内ごとに幅２ｍ以上の小段を設けること。

オ 土えん堤ののり面勾配は に示す値より緩やかなものとし、すべりに対す表－4.2.1

る安定計算を行い、その安全性を確認すること。

カ レキ及び砂はのり面部に使用しないこととする。

えん堤ののり面勾配表－4.2.1

主要区分 上流のり 下流のり 備考

区分 名称 記号 面勾配 面勾配

粗粒土 レキ質土 ( )( )( )( ) １．５ ２．０G-M G-C G-O G-V
( )( )( )( )GM GC GO GV

砂質土 ( )( )( )( ) １．５ ２．０S-M S-C S-O S-V
( )( )( )( )SM SC SO SV

細粒土 シルト・粘性土 ( )( ) １．５ ２．０ML CL
シルト・粘性土 ( )( ) ２．０ ２．５MH CH
火山灰質粘性土 ( )( )( )OV VH VH2

注）かっこ内は日本統一土質分類法の記号

キ 天端幅は、３ｍ以上とすること。

図－4.ク 土えん堤前面ののり尻には湧水等による崩壊防止のため、フトン篭等により

のようなのり尻処理工を施工すること。2.1

土えん堤のり尻処理図－4.2.1

ふとん籠 土羽台ブロ ッ ク
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③ その他

ア 土えん堤の一部に各種擁壁、ブロック積等を計画するものついては、 の規定4-1-15
に準じて、個々の構造物の安定及び貯留構造物の全体の安定について検討を行い、安

全性を確認すること。構造について上記②に準ずるものとし、のり尻をフトン篭で処

理する場合は土えん堤と同じ１：２．０の勾配とすること。

イ 掘込み式の最終処分場について、埋立地内に地下水のある場合には、原則として地

下水集排水設備を設置し地下水を常時排除できる構造とすること。堀込みの深さは、

原則として の切土高の上限までとする。表－4.1.9

浸透水集排水設備及び地下水集排水設備4-2-2

浸透水を埋立地から採取することができる設備が設けられていること。

① 浸透水採取設備は埋め立てられた廃棄物の層を通過した雨水等を採取して水質を検査

することにより安定型廃棄物以外の廃棄物の混入の有無を確認するためのものであり、

埋立場所の変更に伴い、必要に応じて場所を変更して設置すること （埋立をブロック。

別に行うような場合は、埋立をするブロック毎に浸透水集排水設備を設置する ）。

② 浸透水集排水設備の構造は、廃棄物圧、動荷重及び基礎反力等により破損しない構造

とし、以下を標準とする ただし、土えん堤の堤体内となる部分に。（図－4.2.2参照）

、 、 。ついては 前後２ｍ程度まで無孔管とし その構造については盛土高により検討のこと

ア 管径

径２００㎜以上とし、水理計算によること。

イ 材質

管材は、十分な強度と耐腐食性を有するもの。

ウ フィルター材

集排水管を覆うフィルター材は、粒径 ～ の砕石や栗石を標準とする50mm 150mm
が、これによりがたい場合は「道路土工－排水溝指針 （ 社）日本道路協会， ）」（ 1987
の「 フィルター材の選定 （ ）によること。3-5-1 」 巻末資料１１

エ 基礎材

暗渠排水溝の底が岩のような硬い地層のときは溝を深く掘り、基礎材として砕石を

均質に突き固めて、管渠に集中荷重が加わらないようにすること。軟弱な地盤の場合

は、砕石、砂利、砂などを必要な厚さに敷均し、管渠が不等沈下しないように処理す

ること。

図－4.2.5参照）オ 浸透水集排水設備の枝管の配置間隔は２０ｍを標準とする。（

③ 埋立地内の雨水、浸透水を排除する施設として、以下を標準とする竪型集排水設備を

図－4.2.3参照）設置すること。（

ア 管径

径２００㎜以上とし、②の管径に同じとする。

イ 材質

管材は、十分な強度と耐腐食性を有するもの。

④ 埋立地内から多量の地下水が湧出する場合には、地下水を安全に排除できる地下水集

排水設備を、浸透水集排水設備とは別系統で設置することが望ましい。構造等は上記②

に準じること。

浸透水採取設備（集水ピット）4-2-3
① 浸透水集排水設備の流末部には、浸透水を溜め、採取することができる浸透水採取設

備を設置すること。




